
1 

 

愛知県国民保護計画 新旧対照表（案） 

 

修正箇所 新 旧 備考 

第１編 

第４章 ３

人口の地域分布及び土地利用 

 

 人口については、全県で約７４２万人(H２

３．１０．１)と、東京都、神奈川県、大阪府

に次いで全国第４位であり、人口のうち６５歳

以上の高齢者が占める割合は２０．６％と、全

国値(２３．０%)より２．４ポイント低くなっ

ている。（略） 

  

人口の地域分布及び土地利用 

 

人口については、全県で約７４２万人(H２

３．１０．１)と、東京都、大阪府、神奈川県

に次いで全国第４位であり、人口のうち６５歳

以上の高齢者が占める割合は２０．６％と、全

国値(２３．０%)より２．４ポイント低くなっ

ている。（略） 

データの更

新 

第１編 

第４章 ４

（１）道路 

  ［別表１のとおり］ 

 

（１）道路 

  ［別表１のとおり］ 

データの更

新 

第１編 

第４章 ４

（２）鉄道 

  ［別表２のとおり］ 

 

 

（２）鉄道 

［別表２のとおり］ 

データの更

新 

第１編 

第４章 ５

空港及び港湾の位置等 

 

 本県は、全国一の貿易額を誇り五大港の一つ

である国際拠点港湾の名古屋港のほか、衣浦港

及び三河港の２つの重要港湾を有するととも

に、中部国際空港及び航空自衛隊小牧基地も滑

空港及び港湾の位置等 

 

 本県は、全国一の貿易額を誇り五大港の一つ

である特定重要港湾の名古屋港のほか、衣浦港

及び三河港の２つの重要港湾を有するととも

に、平成１７年２月にオープンした中部国際空

用語の整理 

資料２ 
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修正箇所 新 旧 備考 

走路を利用している県営名古屋空港(正式名称

｢愛知県名古屋飛行場｣)を有する。 

（略） 

 

港及び航空自衛隊小牧基地と滑走路を共同利

用している県営名古屋空港(正式名称｢愛知県

名古屋飛行場｣)を有する。 

（略） 

第１編 

第４章 ５

（１）港湾 

  ［別表３のとおり］ 

（２）空港 

  県営名古屋空港 （面積）１７１ha 

 

（１）港湾 

  ［別表３のとおり］ 

（２）空港 

  県営名古屋空港 （面積）１６５ha 

データの更

新 

第１編 

第４章 ７

石油コンビナート等特別防災区域 

  ［別表４のとおり］ 

 

石油コンビナート等特別防災区域 

  ［別表４のとおり］ 

データの更

新 

第１編 

第４章 ８

原子力発電所の立地 

 

 本県には原子力発電所又は原子炉施設（以下

「原子力発電所等」という。）は立地しておら

ず、予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）

及び緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）

には含まれていない。 

浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）から愛

知県境までは概ね５５ｋｍ、美浜発電所（福井

県三方郡美浜町）から愛知県境までは概ね８２

ｋｍである。 

 

（新規） 武力攻撃原

子力災害対

策の記載 
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修正箇所 新 旧 備考 

第２編 

第１章 

  第２ ３

（３）警察災害派遣隊の充実・強化 

県警察は、他の都道府県警察と連携して、警

察災害派遣隊が直ちに出動できるよう、隊員に

対する専門的知識及び技能を取得させるため

の教養訓練を徹底するとともに、招集・出動体

制の確立等必要な体制の整備を図る。 

 

（３）広域緊急援助隊の充実・強化 

県警察は、他の都道府県警察と連携して、広

域緊急援助隊が直ちに出動できるよう、隊員に

対する専門的知識及び技能を取得させるため

の教養訓練を徹底するとともに、招集・出動体

制の確立等必要な体制の整備を図る。 

用語の整理 

第２編 

第１章 

  第３ ２

高度情報通信ネットワーク等による通信の確

保 

 

県は、武力攻撃災害又は緊急対処事態におけ

る災害の発生時において、情報の収集、提供を

確実に行うため、情報伝達経路の多ルート化や

停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、

情報収集、連絡体制の整備に努める。 

 非常通信の確保に当たっては、防災用として

確保している高度情報通信ネットワークを活

用するとともに、以下の事項に十分留意し、そ

の運営・管理を行う。 

 また、武力攻撃事態等における警報や避難措

置の指示等が迅速かつ確実に通知・伝達される

よう、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－

Ｎｅｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ

ＲＴ）を的確に活用する。 

高度情報通信ネットワークによる通信の確保 

 

 

県は、武力攻撃災害又は緊急対処事態におけ

る災害の発生時において、情報の収集、提供を

確実に行うため、情報伝達経路の多ルート化や

停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、

情報収集、連絡体制の整備に努める。 

 また、非常通信の確保に当たっては、防災用

として確保している高度情報通信ネットワー

クを活用するとともに、以下の事項に十分留意

し、その運営・管理を行う。 

警報等の情

報伝達手段

の追加 
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修正箇所 新 旧 備考 

第３編 

第２章 ２

（１）県対策本部の組織 

 （組織図中） 

知事政策部 産業労働部
総務部 農林水産部

地域振興部 建設部
県民生活部 会計部
防災部 企業部
環境部 病院事業部

健康福祉部  

（１）県対策本部の組織 

 （組織図中） 

知事政策部 産業労働部
総務部 農林水産部

地域振興部 建設部
県民生活部 出納部
防災部 企業部
環境部 病院事業部

健康福祉部  

組織変更 

第３編 

第４章 

  第２ ２

（５）県の区域を越える避難の調整 

③ 避難先の都道府県知事等が避難住民の輸

送手段の確保等を行う場合、安全確保の責務

の明確化等の観点から、原則として、要避難

地域の都道府県知事等は、避難先の都道府県

知事等に対し、国民保護法第１３条に基づ

き、事務の委託を行う。 

④ （略） 

（５）県の区域を越える避難の調整 

（新規） 

 

 

 

 

 

③ （略） 

 

避難措置に

おける配慮

事項の整理 

第３編 

第４章 

  第２ ２

（９）大規模集客施設等における施設滞在者等

の避難 

大規模集客施設や旅客輸送関連施設につい

ても、県は施設管理者等と連携し、施設の特性

に応じ、当該施設等に滞在する者等について

も、避難等の措置が円滑に実施できるよう必要

な対策をとる。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

避難措置に

おける配慮

事項の整理 
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修正箇所 新 旧 備考 

（１０） （略） 

（１１） 公共交通機関が限られている地域に

おける住民の避難 

 （略） 

 また、内陸部と分断される可能性のある半島

部においては、状況に応じ、前記（１０）と同

様の措置を講じる。 

 

（９） （略） 

（１０） 公共交通機関が限られている地域に

おける住民の避難 

 （略） 

 また、内陸部と分断される可能性のある半島

部においては、状況に応じ、前記（９）と同様

の措置を講じる。 

第３編 

第５章 １

（２）救援の基準 

 知事は、「武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律による救援の程

度及び方法の基準」（平成２５年内閣府告示第

２２９号。以下「救援の程度及び基準」という。）

に基づき救援を行う。 

知事は、救援の程度及び基準によっては救援

の実施が困難であると判断する場合には、内閣

総理大臣に対し、特別な基準の設定について意

見を申し出る。 

 

（２）救援の基準 

 知事は、「武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律による救援の程

度及び方法の基準」（平成１６年厚生労働省告

示第３４３号。以下「救援の程度及び基準」と

いう。）に基づき救援を行う。 

 知事は、救援の程度及び基準によっては救援

の実施が困難であると判断する場合には、厚生

労働大臣に対し、特別な基準の設定について意

見を申し出る。 

救援事務の

移管 

第３編 

第５章 ２

（１）国への要請等 

 知事は、救援を行うに際して、必要と判断し

た場合は、具体的な支援内容を示し国に対して

支援を求める。 

 内閣総理大臣から他の都道府県の救援の実

（１）国への要請等 

 知事は、救援を行うに際して、必要と判断し

た場合は、具体的な支援内容を示し国に対して

支援を求める。 

 厚生労働大臣から他の都道府県の救援の実

救援事務の

移管 
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修正箇所 新 旧 備考 

施について応援すべき旨の指示があった場合

には、当該都道府県に対して支援を行う。 

 

施について応援すべき旨の指示があった場合

には、当該都道府県に対して支援を行う。 

第３編 

第７章 

  第３ 

武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災

害への対処 

 

 武力攻撃原子力災害の発生又は拡大を防止

し、及びＮＢＣ攻撃による汚染の拡大を防止す

るため必要な措置について定める。 

 

１ 武力攻撃原子力災害への対処 

近隣県に所在する原子力発電所等及び運搬

中の核燃料物質等が武力攻撃を受けた場合、県

は、原則として、県地域防災計画（原子力災害

対策計画）に定められた措置に準じた措置を講

ずる。 

 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 （略） 

 

ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

 

 ＮＢＣ攻撃による汚染の拡大を防止するた

め必要な措置について定める。 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 （略） 

武力攻撃原

子力災害対

策の記載 

第３編 

第７章 

  第４ ７

（１）消防に関する措置等 

② 県警察による被災者の救助等 

 県警察は、把握した被害状況に基づき、迅速

に機動隊等を出動させ、消防機関等との連携の

もとに救助活動を行う。大規模な被害の場合

（１）消防に関する措置等 

② 県警察による被災者の救助等 

 県警察は、把握した被害状況に基づき、迅速

に機動隊等を出動させ、消防機関等との連携の

もとに救助活動を行う。大規模な被害の場合

用語の整理 
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修正箇所 新 旧 備考 

は、県公安委員会は、必要に応じ、警察庁又は

他の都道府県警察に対する警察災害派遣隊の

派遣要求及び連絡等の措置を実施する。 

 

は、県公安委員会は、必要に応じ、警察庁又は

他の都道府県警察に対する広域緊急援助隊の

派遣要求及び連絡等の措置を実施する。 

第６編 

第１章 ３

（７）国民生活の安定に関する事項 

○（略） 

○ 市町村は、避難先地域においては、常に良

好な衛生状態を保つように努め、特に、高齢

者、障害者等の心身双方の健康状態には特段

の配慮を行うものとする。 

 

（７）国民生活の安定に関する事項 

○（略） 

○ 市町村は、避難先地域においては、常に良

好な衛生状態を保つように努め、特に、高齢

者、障害者等災害時要援護者の心身双方の健

康状態には特段の配慮を行うものとする。 

用語の整理 

 


